
令和　８年　２月　３日

（株）井中組

鳥取県倉吉市旭田町３４ー２

令和６年度北条道路松神地区第４改良工事

鳥取県東伯郡北栄町松神地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月３１日

３０３，８４２，０００円（税込み）

－５０，２０４，０００円（税込み）

２５３，６３８，０００円（税込み）

１．現地の状況等に伴い、数量の変更を行う。
２．他工事との調整に伴い、工期末を令和８年３月３１日まで延期する。

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

道路土工    １式
地盤改良工  １式
法面工      １式
擁壁工      １式
仮設工      １式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



令和　７年　４月２８日

（株）井中組

鳥取県倉吉市旭田町３４ー２

令和６年度北条道路松神地区第４改良工事

鳥取県東伯郡北栄町松神地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　２月２７日

３００，３００，０００円（税込み）

＋　３，５４２，０００円（税込み）

３０３，８４２，０００円（税込み）

１．「「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に
係る特例措置について」（令和７年２月１９日付け国中整契第３２０号、国中
整技管第１４９号、国中整計第３９号）に基づく令和７年３月適用の労務単価
への単価更新による請負代金の変更。


２．令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱い
による。

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

道路土工　　　２６,３００ｍ３
地盤改良工　　１式
法面工　　　　１式
擁壁工　　　　１式
仮設工　　　　１式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）
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